
備南水道企業団入札契約制度改正 

 

平成３０年６月 ８日   

 

備南水道企業団の入札契約制度について，次のとおり改正します。 

 

１ 送・配水管布設工事における一般競争入札の施工実績の見直しについて 

(１) 改正内容 

 備南水道企業団が発注する送・配水管布設工事における一般競争入札（条件付）につ

いて，次のとおり入札参加資格要件（施工実績）を変更します。 

予定価格 変更後（請負実績） 変更前（請負実績） 

2 億円未満 

1 億円以上 

請負金額 3,000 万円以上の同種の公

共工事の請負実績を有していること 

 

1 億円未満 

6 千万円以上 

請負金額 2,000 万円以上の同種の公

共工事の請負実績を有していること 

6 千万円未満 

3 千万円以上 

請負金額 1,000 万円以上の同種の公

共工事の請負実績を有していること 

ア 1,500 万円以上の工事高及び請負金額

1,500 万円以上の請負実績を有していること 

又は 

イ 請負金額 3,000 万円以上の請負実績を有し

ていること 

3 千万円未満 

2 千万円以上 

請負金額 500 万円以上の同種の公共

工事の請負実績を有していること 

ア 1,000 万円以上の工事高及び請負金額

1,000 万円以上の請負実績を有していること 

又は 

イ 請負金額 2,000 万円以上の請負実績を有し

ていること 

2 千万円未満 

1 千万円以上 

請負金額 300 万円以上の同種の公共

工事の請負実績を有していること 

ア 500 万円以上の工事高及び請負金額 500 万

円以上の請負実績を有していること 

又は 



イ 請負金額 1,000 万円以上の請負実績を有し

ていること 

※  請負実績の遡及年数は，過去１５年とします。 

※  同種の公共工事の請負実績は，水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条に規定する

水道事業又は水道用水供給事業における水道施設工事を元請けとして施工し完成し引き渡

した実績とします。 

 (２) 施行年月日 

   平成３０年６月８日以降の入札公告分から 

 

２ 建設工事における最低制限価格基準率の算定方法の見直しについて 

(１) 改正内容   

変更後 変更前 

（直接工事費×0.97＋共通仮設費×0.9＋現

場管理費×0.9＋一般管理費×０．５５）÷

工事価格 

（直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現

場管理費×0.9＋一般管理費×０．５５）÷

工事価格 

(２) 施行年月日 

   平成３０年６月８日以降の入札公告・指名通知分から 

 


